
一

第
百
七
十
四
号
議
案
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
七
十
四
号
議
案

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
十
九
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
七
第
六
号
中
「
所
有
者
」
を
「
規
則
で
定
め
る
所
有
者
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号
中
「
各
年
度
」
を
「
年
度
」
に
改
め
、
「
（
第
五

条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
削
減
義
務
率
が
減
少
し
た
年
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
減
少
後
の
値
）
」
を
削
る
。

　

第
五
条
の
八
第
二
項
中
「
所
有
し
て
い
る
事
業
者
」
の
下
に
「
（
住
居
の
用
に
供
す
る
部
分
の
み
を
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら

第
五
条
の
九
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
の
九
第
一
項
第
三
号
中
「
所
有
す
る
」
を
「
所
有
し
て
い
る
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
十
一
第
一
項
中
「
各
削
減
義
務
期
間
」
を
「
削
減
義
務
期
間
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ア
中
「
を
超
過
し
た
量
」
を
削
り
、
同
条
第
四

項
中
「
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
十
二
中
「
各
削
減
計
画
期
間
」
を
「
削
減
計
画
期
間
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
次
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
」
を
加
え
、
同
号
ア

中
「
量
と
し
て
」
の
下
に
「
、
当
該
事
業
所
の
特
性
を
勘
案
し
て
」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

三　

第
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
（
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
本
要
件
」
と
い
う
。
）
に
該
当

し
、
同
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
事
業
所
（
そ
の
該
当
し
た
年
度
以
降
に
同
条
第
一
項
各
号
（
本
要
件
を
除

5 . 第 3 回 定 例 会



二

く
。
）
に
該
当
し
た
事
業
所
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
た
年
度
の
前
年
度
が
属
す
る
削
減
計
画
期

間
の
次
の
削
減
計
画
期
間
の
終
了
年
度
ま
で
に
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
に
再
度
該
当
し
た
事
業
所　

次
に
掲
げ
る
量
の
い
ず
れ
か
か
ら

特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
が
選
択
す
る
量

　
　

ア　

前
号
ア
に
規
定
す
る
量

　
　

イ　

前
号
イ
に
規
定
す
る
量

　
　

ウ　

削
減
義
務
期
間
の
終
了
年
度
の
当
該
事
業
所
の
基
準
排
出
量
（
知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
状
況
の
変

更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
状
況
の
変
更
に
応
じ
た
適
切
な
量
に
変
更
す
る
方
法
と
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
量
）

　

第
五
条
の
十
三
第
三
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
「
同
号
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
」
に
改

め
る
。

　

第
五
条
の
十
五
の
見
出
し
中
「
に
係
る
削
減
義
務
率
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
削
減
義
務
率
」
を
「
超
過
削
減
量
の
上
限
」
に
、
「
地
球
温

暖
化
の
対
策
の
推
進
の
程
度
に
応
じ
、
規
則
で
定
め
る
値
に
減
少
す
る
」
を
「
第
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
ア
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
で

定
め
る
量
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３　

知
事
は
、
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
が
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
認
め
た
日
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
に
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

４　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業

所
に
係
る
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
五
条
の
二
十
五
の
見
出
し
中
「
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
中
「
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
及
び
そ
の
他

ガ
ス
年
度
排
出
量
（
一
年
度
の
そ
の
他
ガ
ス
排
出
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
次
に
掲
げ
る
量
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　

一　

特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量

　

二　

そ
の
他
ガ
ス
年
度
排
出
量
（
一
年
度
の
そ
の
他
ガ
ス
排
出
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

　

三　

特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
の
削
減
に
用
い
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
及
び
熱
の
量
（
規
則
で
定
め
る
方



三

第
百
七
十
四
号
議
案
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

法
に
よ
り
算
定
す
る
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

　

四　

一
年
度
の
非
化
石
燃
料
（
化
石
燃
料
等
（
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
を
い

う
。
）
以
外
で
あ
っ
て
、
知
事
が
別
に
指
定
す
る
燃
料
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
量

　

第
六
条
第
六
号
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
九
号
を
第
十
一

号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

八　

前
条
第
三
号
の
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
の
削
減
に
用
い
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
及
び
熱
の
量

　

九　

前
条
第
四
号
の
一
年
度
の
非
化
石
燃
料
の
使
用
量

　

第
七
条
第
四
項
中
「
に
よ
り
行
う
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
」
を
「
法
人
の
」
に
、
「
所
在
地
）
」
を
「
所
在
地
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
都
内
の
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
」
を
削
り
、
同
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

　

第
八
条
の
八
第
一
項
第
二
号
中
「
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
」
を
「
法
人
の
」
に
、
「
所
在
地
）
」
を
「
所
在
地
」
に
改
め

る
。

　

第
八
条
の
九
第
一
項
中
「
者
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号

と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

第
八
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
と
き
。

　

第
八
条
の
九
第
一
項
第
四
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
法
人
で
」
を
削
り
、
「
前
各
号
」
を

「
次
」
に
、
「
も
の
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ア　

第
二
号
に
該
当
す
る
者

　
　

イ　

第
八
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
登
録
検
証
機
関
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
あ
っ
た
日
前
三
十
日
以
内
に
そ

の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
分
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

　
　

ウ　

検
証
業
務
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法
定
代
理
人
が
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
イ
の
い
ず



四

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　

第
八
条
の
九
第
一
項
中
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
削
る
。

　

第
八
条
の
十
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
検
証
業
務
を
行
う
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と

し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
五

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
二
項
」
を
「
、
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

　

第
八
条
の
十
一
第
一
項
中
「
（
第
一
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
日
）
」
を
削
り
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一

号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
八
条
の
十
三
第
一
項
中
「
都
内
の
」
を
削
る
。

　

第
八
条
の
十
四
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

　

第
八
条
の
十
五
中
「
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
」
を
「
の
役
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
十
七
中
「
都
内
の
」
を
削
る
。

　

第
八
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
中
「
第
八
条
の
九
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
」
を
「
第
八
条
の
九
第
一
項
第
二
号
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
第

六
号
の
い
ず
れ
か
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
第
八
条
の
十
四
第
四
項
」
を
「
第
八
条
の
十
四
第
三

項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
都
内
の
」
を
削
る
。

　

第
八
条
の
二
十
一
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
を
「
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
二
十
二
第
二
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
第
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。
）
」
を
加
え

る
。

　

第
八
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
当
該
事
業
所
等
ご
と
に
、
規
則
で
定
め
る
温
室
効
果
ガ
ス
に
係
る
前
年
度
の
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
量
、
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
取
組
状
況
等
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　

一　

当
該
事
業
所
等
ご
と
の
規
則
で
定
め
る
温
室
効
果
ガ
ス
に
係
る
前
年
度
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

　

二　

地
球
温
暖
化
対
策
指
針
に
定
め
る
事
業
所
等
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
削
減
に
係
る
達
成
す
べ
き
水
準
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー



五

第
百
七
十
四
号
議
案
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
利
用
の
拡
大
に
係
る
達
成
す
べ
き
水
準
に
基
づ
く
、
当
該
事
業
所
等
ご
と
又
は
全
て
の
当
該
事
業
所
等
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
削

減
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
拡
大
に
係
る
目
標

　

三　

前
号
の
目
標
に
係
る
前
年
度
の
達
成
状
況

　

四　

当
該
事
業
所
等
ご
と
又
は
全
て
の
当
該
事
業
所
等
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
の
対
策
の
取
組
状
況

　

五　

そ
の
他
地
球
温
暖
化
の
対
策
に
関
し
て
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

　

第
八
条
の
二
十
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
等
は
、
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
百
五
十
九
条
第
一
号
の
三
中
「
第
八
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
の
七
中
「
都
内
の
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
三
条
第
二
号
中
「
、
第
八
条
の
十
第
一
項
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
十
一
第
四
項
並
び
に
第
五
条
の

十
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
の
十
五
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は

公
布
の
日
（
以
下
「
公
布
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い

う
。
）
第
五
条
の
七
第
九
号
に
規
定
す
る
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
事
業
所
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
事
業
所
に
係
る
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
都
民
の
健
康
と

安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
七
第
十
四
号
に
規
定
す
る
削
減
義
務
率
の
減
少
を
受
け
る
こ

と
を
知
事
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

令
和
七
年
度
か
ら
始
ま
る
削
減
計
画
期
間
に
お
い
て
新
条
例
第
五
条
の
十
五
第
二
項
の
優
良
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
の
認
定
を
受
け



六

る
事
業
所

　

二　

旧
条
例
第
五
条
の
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
が
令
和
七
年
度
以
降
に
引
き
続
く
事
業
所

３　

知
事
が
前
項
の
申
請
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
削
減
義
務
率
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
、
地
球
温
暖

化
の
対
策
の
推
進
の
程
度
に
応
じ
、
規
則
で
定
め
る
値
に
減
少
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
五
条
の
十

五
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４　

前
項
の
規
定
に
よ
り
削
減
義
務
率
が
減
少
し
た
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
新
条
例
第
五
条
の
七
第
十
五
号
中
「
削
減
義
務
率
」
と
あ
る
の
は
、

「
削
減
義
務
率
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
五
年
東
京
都
条
例
第　
　

号
）
附
則

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
削
減
義
務
率
が
減
少
し
た
年
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
減
少
後
の
値
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
旧
条
例
第
五
条
の
七
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に

お
い
て
、
住
居
の
用
に
供
す
る
部
分
の
み
を
所
有
す
る
者
は
、
新
条
例
第
五
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
所
有
し
て
い
る
事
業
者
と
み
な
す
。
た

だ
し
、
新
条
例
第
五
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６　

前
項
た
だ
し
書
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
の
新
条
例
第
五
条
の
九
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以

内
に
、
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
、
規
則
」
と
、
「
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

７　

新
条
例
第
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
ア
の
規
定
は
、
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
七
年
度
以
後
で
あ
る
超
過
削
減
量
に
つ
い
て
適
用

し
、
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
六
年
度
以
前
で
あ
る
超
過
削
減
量
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８　

公
布
日
前
に
さ
れ
た
旧
条
例
第
五
条
の
十
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
排
出
量
の
決
定
の
申
請
に
係
る
同
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９　

令
和
二
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
間
に
知
事
が
旧
条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
ア
に
定
め
る
量
を
基
準
排
出
量
と
し
て
定
め
た
特

定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
事
業
所
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
旧
条
例
第
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
所
の
令
和
二
年
度
又
は
旧
条
例
第
五
条
の
七
第
九
号
の
特
定
地



七

第
百
七
十
四
号
議
案
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

球
温
暖
化
対
策
事
業
所
の
要
件
に
該
当
し
た
年
度
の
い
ず
れ
か
遅
い
年
度
以
降
の
基
準
排
出
量
の
変
更
を
知
事
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10　

知
事
は
、
前
項
の
申
請
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
基
準
排
出
量
を
、
規
則
で
定
め
る
量
に
変
更
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
同
項
の
申
請
に
つ
い
て
虚
偽
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
拒
否
す
る
も
の
と
し
、
変
更
後
に
虚
偽
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し

た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

11　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
排
出
量
を
変
更
し
、
又
は
変
更
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12　

令
和
五
年
度
ま
で
に
新
条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
た
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
で
あ
っ
て
、
知
事
が
旧
条
例
第
五
条

の
十
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
量
を
基
準
排
出
量
と
し
て
定
め
た
事
業
所
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
旧
条
例
第
五
条
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
所
の
令
和
二
年
度
又
は
新
条
例
第
五
条
の
十
三
第
一

項
第
三
号
に
該
当
し
た
年
度
の
い
ず
れ
か
遅
い
年
度
以
降
の
基
準
排
出
量
の
変
更
を
知
事
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

13　

知
事
は
、
前
項
の
申
請
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
基
準
排
出
量
を
、
新
条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
ウ
に

規
定
す
る
量
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
虚
偽
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
拒
否
す
る
も
の
と
し
、
変
更

後
に
虚
偽
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

14　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
排
出
量
を
変
更
し
、
又
は
変
更
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

15　

新
条
例
第
八
条
の
七
第
一
項
の
検
証
機
関
登
録
申
請
者
の
役
員
の
う
ち
に
旧
条
例
第
八
条
の
九
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
が

あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

16　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
旧
条
例
第
五
条
の
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
登
録
検
証
機
関
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
個
人
に
対
す
る
旧
条
例

第
八
条
の
十
一
及
び
第
八
条
の
十
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

17　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し

た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



八

（
提
案
理
由
）

　

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
実
効
性
あ
る
取
組
の
強
化
を
図
る
た
め
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
総
量
削
減
義
務
と
排
出
量
取
引
制
度
及
び
地
球
温

暖
化
対
策
報
告
書
制
度
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


